
東京JTTC規約

■第1条　入校・受講料
当センターへ入校希望する方は諸規定を承知の上、所定の入校申込書に必要事項を
記入・捺印し入校金・受講料とともに申し込みを行って下さい。

■第2条　入校金・受講料の不返還
一度納入された入校金・受講料はいかなる理由があっても返金することはできません。

■第3条　除名
会員が次の事項に該当する時、当センターは除名する事が出来る事といたします。

1 当センターの諸規約に違反した時
2 当センターの名誉を棄損またはその他品位を汚す行為が認められた時
3 レッスン業務の進行を著しく妨げるなどの行為が繰り返し行われ、それが改善されない時

※除名された場合の入校金・受講料は返金されません。
■第4条　会員の義務

センター会員は諸規約とコートマナーを守り、会員相互の親睦に努めて、
楽しくプレーできるように心掛けてください。

■第5条　休業日
当センターは別に定められたカレンダーにより休業をする時以外にも、
施設点検・補修など必要から休業する事があります
緊急を要する時以外は、早めにメール・HP・ブログなどで手段を講じ周知させていただきます。

■第6条　盗難・傷害・事故など
1 当センターの施設内で発生した盗難について、当センターは損害賠償責任を負う事はできません。
2 貴重品は各自で注意を払って保管してください。
3 当センター施設を利用中に起きた事故によって傷害を受けた場合、応急処置は致しますが

その事故が当センターの故意、または重大な過失による場合を除き、
当センターは一切の賠償責任を負う事はできません。

誓約書

私は東京JTTCの定める入校案内／規約に同意し、承諾致します。

住所

電話番号

氏名 印

年　　　　月　　　　日

tokyo junior tennis training center


